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社保・国保審査委員連絡委員会
と　き　平成 26年 2月 6日（木）15：00 ～

ところ　山口県医師会 6階会議室

協　議
1　パキシル CR錠の適応について　〔支払基金〕
　同一薬剤で剤型の違いにより適応が異なる薬剤

については、「内服薬、坐薬において、同一製品（売

薬名）であれば剤型が錠剤、散剤、坐薬を問わず

同じ適応として取り扱う」と協議されているが、

パキシル CR錠とパキシル錠のような規格の異な

る薬剤についても同様に取り扱って差し支えない

か協議願いたい。

　パキシル CR錠の適応は「うつ病、うつ状態」

であるが、パキシル錠は「うつ病、うつ状態」に

加え「パニック障害、強迫性障害、社会不安障害、

外傷後ストレス障害」が適応とされている。

〔関連記事〕「山口県医師会報」

　平成 5年 8月 1日・社保国保審査委員連絡委員会

　

　同一薬剤で規格が異なる場合の審査取扱いは、

原則、添付書の「効能・効果」のとおり。

2　175 円以下薬剤の審査取扱いについて　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 〔支払基金〕
　平成 25年 2月の社保・国保審査委員連絡委員

会にて、用法・用量において投与制限を超える

薬剤についての審査取扱いは、「投与期間等に対

する審査であるため対象となる」となっている

が、ウルソ錠等の適応疾患により投与量が異なる

薬剤について、どのように取扱うか協議願いたい。

（事例）

ウルソ錠

1日 600 ｍｇ（最大 900 ｍｇ）

・コレステロール系胆石の溶解、原発性胆汁性肝

硬変、Ｃ型慢性肝硬変

1日 150 ｍｇ（適宜増減あり）

・上記以外の適応疾患

　社保・国保の審査委員合同協議会又は審査連絡

委員会において別に定めたもの以外は、本事例を

含め「低薬価薬剤の審査等に関する検討会（平成

14年 5月 9日）」（175円ルール）の定めによる。
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　なお、各薬剤の上限用量を超える請求がある場

合は審査対象となる。

3　骨粗鬆症の薬剤併用療法について　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 〔国保連合会〕
　骨粗鬆症の薬剤併用療法については、別表の取

扱いでよろしいかご協議願いたい。

　審査取扱いは右頁の表のとおり。

4　軟膏剤の上限量について　　　   〔支払基金〕
　平成 24 年 9 月の合同協議会において、「軟膏

剤の上限量は 1処方 100 ｇまでを目安とする」

とされているが、皮膚科において軟膏基剤等の処

置範囲によっては 100 ｇを超えて投与が必要と

なる症例もあることから、上限量について再度協

議願いたい。

　軟膏基剤を含む保湿剤については、他の軟膏剤

とは別に「1処方 200ｇまで」を目安とする。

5　注射用鎮痛剤（ノイロトロピン注射等）の
投与回数について　　　　　　　 〔国保連合会〕
　疼痛の鎮痛を目的に投与するノイロトロピン注

射等の 1か月の投与回数について協議願いたい。

　慢性期において、傾向的に頻回使用がされてい

る場合は査定もあり得る。

6　悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定について 
　　　　　　　　　　　　　　   　〔国保連合会〕
　悪性腫瘍の診断日が古い場合、既に治癒判定
がなされているケースも存在していると考えられ

る。それぞれ癌種により治癒とする期間には違い

があると考えるので、画一的ルールは決められな

いが目安が必要と考える。協議願いたい。

　主治医の判断もあり、画一的審査は困難である

ため、個別判断となる。

7　手根管症候群に対する手術について　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 〔国保連合会〕
　手根管症候群に対する手術については、支払基

金から「手根管症候群のみでは、神経剥離術の算

定は認められない。ただし、レセプト上、傷病名

や注記（症状詳記）から、神経が癒着していると

判断できる場合は、当該手術の算定を認めること

とする」と考えが示されているが、具体的に協議

願いたい。

（手根管症候群手術）

①　特発性手根管症候群での直視下手術は、手根

　管開放術で算定する。例外として、再発例は、

　神経剥離術での算定を認める。

②　鏡視下手根管開放術から直視下手術に移行し

　た場合は、鏡視下手根管開放術で算定する。

③　母指対立再建術を併用した場合には、手根管

　開放術と母指対立再建術の併施を認める。（手

　術部位が手関節と母指と異なるため）

8　外来レセプトにおける尿中一般物質定性半
定量検査と尿蛋白又は尿グルコース検査の同一
日算定について　　　　　　　　 〔国保連合会〕
　尿中一般物質定性半定量検査に含まれる定性半

定量の検査項目の中には、蛋白定性、グルコース

検査等が含まれるが、同一日（同一検体）の尿蛋

白又は尿グルコース検査の算定について協議願い

たい。

　尿蛋白検査及び尿グルコース検査については別

算定が認められるが、傾向的な医療機関は査定・

返戻もある。

9　「運動器不安定症」に対する運動器リハビリ
テーションの算定について　　　 〔国保連合会〕
　「運動器不安定症」に対し運動器リハビリテー

ションが算定されているものについては、審査上

病態が把握できないこともあるため、レセプトに

基礎疾患病名の記載を求めることについて協議願

いたい。

　原疾患の記載が必要。

※以上の新たに合意されたものについては、平成

　26年 4月診療分から適用する。　
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